令和８年１月

目黒区介護サービス事業者物価高騰対策給支援金Ｑ＆Ａ

	質　　問　・　回　　答

	Ｑ１：令和７年１２月１日に休止中だが、今後再開予定があれば申請できるのか。

	Ａ１：令和７年１２月１日に休止中の場合は申請できません。


	Ｑ２：令和８年１月以降に休止予定だが、申請できるのか。

	Ａ２：申請時点で、今後も引き続き運営をする意思があることが条件となりますので、申請はできません。

	Ｑ３：認知症対応型共同生活介護の利用定員数は、どの人数を記載して申請すればいいか。

	Ａ３：令和７年１２月１日現在の目黒区への届出上の定員で申請してください。


	Ｑ４：地域密着型通所系のサービス提供車両とは、どのような車両か。

	[bookmark: _Hlk217490684]Ａ４：令和７年１２月１日現在、利用者の送迎用に事業者が所有し、ガソリン及び軽油にかかる費用を事業者が負担している車両を指します。（区が必要と認めた場合、車両の車検証の写しの提示を求める場合があります。）

	Ｑ５：同一建物内で、対象となるサービス種別の施設・事業所を複数運営している場合は、それぞれの施設・事業所ごとに申請できるのか。

	Ａ５：サービス種別にかかわらず、それぞれの事業所ごと（事業所番号ごと）に申請できます。

	Ｑ６：申請者は誰になるのか。

	Ａ６：給付対象事業所ごとに運営法人の代表者が申請してください。


	Ｑ７：給付金の振込口座はどの口座を指定すればよいか。

	Ａ７：申請法人名義の口座を指定してください。代表者個人名義の口座や法人名義であっても他の事業所の口座は指定できません。
　　　例）株式会社○○○、株式会社○○○○　○○事業所

	Ｑ８：なぜ従来と比べて対象となる事業所のサービス種別が限定されているのか。

	Ａ８：今年度、東京都の介護サービス事業所等物価高騰緊急対策事業が実施されましたが、その対象とならなかった地域密着型サービス事業所に対して区として補填するとともに、令和６年度介護報酬改定の影響等により、区内において事業所数が減少傾向にある訪問介護事業所及び居宅介護支援事業所に対して支援を行うこととしました。



